
様 式 第 二 （ 第 13条 関 係 ）

公 認 心 理 師 登 録 申 請 書
公 認 心 理 師 の 登 録 を 受 け た い の で 、 公 認 心 理 師 法 施 行 規 則 第 1 3条 の 規 定 に よ り 申 請

し ま す 。

（ フ リ ガ ナ ）

氏 名 性 別

生 年 月 日 （ 年 齢 ） 年 月 日 （ 歳 ）

本 籍 地 （ 都 道 府 県 名 ）

現 住 所

試 験 に 合 格 し た 年 月 年 月

試 験 合 格 証 書 番 号

以 下 の 項 目 に 該 当 す る 場 合 に は 、 該 当 す る 項 目 番 号 に ○ 印 を つ け る こ と 。

そ １ 成 年 被 後 見 人 又 は 被 保 佐 人

２ 禁 錮 以 上 の 刑 に 処 せ ら れ 、 そ の 執 行 を 終 わ り 、 又 は 執 行 を 受 け る こ と が な

く な っ た 日 か ら 起 算 し て ２ 年 を 経 過 し な い 者

の ３ 公 認 心 理 師 法 の 規 定 そ の 他 保 健 医 療 、 福 祉 又 は 教 育 に 関 す る 法 律 の 規 定 で

あ っ て 政 令 で 定 め る も の （ 公 認 心 理 師 法 施 行 令 第 １ 条 ） に よ り 、 罰 金 の 刑 に

処 せ ら れ 、 そ の 執 行 を 終 わ り 、 又 は 執 行 を 受 け る こ と が な く な っ た 日 か ら 起

他 算 し て ２ 年 を 経 過 し な い 者

４ 公 認 心 理 師 法 第 3 2条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 登 録 を 取 り 消 さ れ 、 そ

の 取 消 し の 日 か ら 起 算 し て ２ 年 を 経 過 し な い 者

私 は 上 記 の 事 項 に つ い て 、 虚 偽 の 記 載 を せ ず 、 か つ 、 事 実 を 隠 ぺ い し て い な い こ と

を 誓 い ま す 。

年 月 日

文 部 科 学 大 臣

厚 生 労 働 大 臣 殿

指 定 登 録 機 関 代 表 者

氏 名 印

（ 自 署 す る こ と ）

収 入 印 紙

（ 消 印 し な い こ と 。）

又 は 領 収 証 書 を 貼 る こ と 。

備 考

１ こ の 申 請 書 に は 、 所 定 の 登 録 免 許 税 に 相 当 す る 収 入 印 紙 又 は 領 収 証 書 を 貼 る

こ と 。

２ 指 定 登 録 機 関 に 申 請 す る 場 合 に は 、 所 定 の 手 続 に よ り 登 録 手 数 料 を 納 付 す る

こ と 。

３ 氏 名 に つ い て は 、 記 名 押 印 又 は 署 名 の い ず れ か に よ り 記 載 す る こ と 。

４ 用 紙 の 大 き さ は 、 Ａ ４ と す る こ と 。


